
- 1 - 
 

平成３０年度第３回松戸市入札監視委員会 議事録 

 

１．日時  平成３１年２月１５日（金曜日） 午前９時３０分から午前１１時 

２．場所  松戸市役所 新館５階 市民サロン 

３．出席者 ＜委員＞  本多委員長・西山副委員長・浅尾委員 

      ＜事務局＞ 宮間財務部長・石井契約課長 

     ＜審議案件担当課＞ 街づくり課・道路建設課・廃棄物対策課・下水道整備課・ 

建築保全課 

   ４．傍聴人 １人 

５．議題 

  １ 会議録署名人及び審議案件抽出委員選出  

  ２ 入札及び契約の手続の運用状況報告  

  ３ 指名停止の運用状況報告  

  ４ 抽出事案審  

６．議事の概要 

 （１）会議録署名人及び審議案件抽出委員選出  

    今回の会議録署名人及び次回の審議案件抽出委員に本多委員を選出した。 

 （２）委員会の傍聴について 

    委員会の承認により、傍聴人のある場合は傍聴を認める。 

（３）入札及び契約の手続の運用状況報告 

発言者 発言内容 

本多委員長 議題２の入札及び契約の手続の運用状況報告に入ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

契約課長 （入札及び契約の手続の運用状況報告について資料を基に説明） 

本多委員長 ただいまの報告について、何か質問はございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  低入札の別紙を見ますと、２番の工事なんかですと、一番安いと

ころがとっていないと思うんですが、これはどうしてなんですか。 

契約課長 ２番目の案件の最低入札者でございますが、入札金額3,633万

1,200円の事業者でございますが、松戸市では入札を行う際に入札

金額の内訳を同時に提出いただいております。その内訳の金額と入

札の金額に相違があった場合に無効としております。 

 また、内訳書の記載項目につきまして、計算誤り、記載漏れがあ
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った場合にも同様に無効としておりまして、当該事業者につきまし

ては、その内訳書に不備がございまして失格と、入札を無効とした

ということでございます。 

浅尾委員  それはこの一番上の小澤建設についてということなんですか。 

契約課長  はい、小澤建設につきましては、内訳が無効となっています。 

 そのほかの秋元興業、日本サービスにつきましては、調査報告書

の提出を辞退とされましたので、入札が無効となってございます。 

 大和企業につきましては、調査報告書の提出がありましたが、委

員会で審議の上、入札を無効としております。 

 丸山建設につきましては、内訳書の不備がありましたので、無効

となってございます。 

 株式会社大倉につきましては、当該案件につきまして入札時の発

注条件としまして、近くに同種工事を施工している場合には無効と

なる旨、条件をつけていますが、そちらに抵触したため無効となっ

てございます。 

 六和建設工業につきまして、内訳書に不備がございましたので、

無効となってございます。 

 そのほかの業者につきましては、入札書、内訳書ともに有効でご

ざいました。 

 一番有効な入札者のうち最低の金額であります飯沼土木建設を契

約の相手方とさせていただいたところでございます。 

浅尾委員  わかりました。 

 結局安いと思ったところも無効だったりとか、そういうことだっ

たということなんですね。何かその辺も書いてあるといいかなと思

うんですけれども。 

契約課長  すみません。次回からその旨を記載させていただきます。 

本多委員長  それに関しまして、私からも質問をさせていただきたいんですけ

れども、かなり皆さん、各業者さんがいろいろと熱を入れて入札さ

れていると思うんですけれども、そんなに不備というのはいっぱい

あるものなんですか。 

契約課長  内訳の項目につきまして、工事によって異なりますが、１、２ペ

ージで済む内容でなく、場合によっては、５ページ、10ページにな

ります。例えば道路工事でしたら舗装をやったりとか、土工といっ
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た部分をやったりとか、側溝をつくる部分をやったりとかというと

ころがありまして、それを各個別に小内訳というところまで提出を

させております。ですので、数量の記載間違いだとか、数量と単価

を掛けた計算を間違っているとか、合計の足し算を間違ったりと

か、ちょっとページ数が多い案件なんかですと、そういう事例が出

てくるような状況になってございます。 

本多委員長  それは単純な計算ミスとか、そういうことなんでしょうか。それ

で失格にするということですか。 

契約課長  思い込みの場合もございますし、単純ミスが出てくる場合もござ

います。ただ、電子入札で一緒に提出されておりまして、一度提出

された入札書と内訳書につきましては、引きかえ訂正、撤回ができ

ないようになっております。建設工事におきましては、不当なダン

ピング、積算能力のない建設業者の受注防止等の目的がございまし

て、積算能力のある、施工能力のある業者さんに入札をしていただ

けるように、市のほうであらかじめ一般競争入札の条件の中で入札

書の記載間違い、内訳書の不備につきましては無効となる旨、警告

もあわせてさせていただいておりますので、特に抵触した場合につ

きましては、その条件に基づきまして無効という処理をさせていた

だいております。 

本多委員長  わかりました。ありがとうございます。 

 ほかに何か質問ございますか。 

 西山委員お願いします。 

西山委員  ３ページ目なんですけれども、ナンバー４です。京葉興業さんが

調査報告書の提出があって落選ということになっていますが、落選

の理由というのは何ですか。 

契約課長  京葉興業さんにつきましては、松戸市が一般競争入札を行う際

に、設計図書、仕様書を示しております。そちらの設計書、仕様書

等に示しております数字、設計数量、工法、施工条件等満たしてい

ない部分がございました。また、建設副産物等につきまして、適正

な処理費用等が計上されていないというところがございましたの

で、今回無効とさせていただいたものです。 

本多委員長  ほかに何か質問ございますか。 

 ないようですので、次に、議題３の指名停止の運用状況報告に移
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ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 

（４）指名停止の運用状況報告 

発言者 発言内容 

契約課長 （指名停止の運用状況報告について資料を基に説明） 

本多委員長  ただいまの報告について何か質問ございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  １番の事例ですと、30年６月14日、６月27日の日付で７月23日に

決定をしていて、２番ですと30年３月14日で、30年８月１日とちょ

っと大分あいている感じがするんですが、決定するタイミングとい

うのはどういうもので決定するんですか。 

契約課長  法令等の違反に基づいた場合とか、いろいろな理由がございます

が、この今回の事例につきましては、千葉県他市町村等の指名停止

の状況等とあわせるような形で指名停止の決定をさせていただいて

おります。 

浅尾委員  では千葉県の決定を受けて、松戸市さんもということなんです

か。 

契約課長  そちらのほうも参考にさせていただきました。 

浅尾委員  そうすると、２番については千葉県の決定が少し遅かったので、

松戸市も遅くなったということですか。 

契約課長  そういうところもございます。 

浅尾委員  わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問ありますか。 

 なければ、議題の４の抽出案件の審議に移らせていただきます。 

 まず、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（５）抽出事案審議 

発言者 発言内容 

契約課長  それでは、議題の４につきまして、ご説明をさせていただきま

す。 

 抽出事案の審議でございます。 

 資料11ページをごらんいただけますでしょうか。 
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 抽出事案説明書からご説明をさせていただきます。 

 最初に、お伺いをさせていただきたいと思います。 

 前回同様、１件ごとにご説明をさせていただいた後、ご審議をい

ただくという形で進めさせていただきたいと考えておりますが、よ

ろしいでしょうか。 

本多委員長  はい、結構です。 

契約課長  それでは、ご説明をさせていただきます。 

（審議案件１について資料を基に説明） 

本多委員長  ただいまの報告について、質問ございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  資格要件、入札参加資格の概要のところで、過去10年以内公共工

事で建築一式工事元請施工実績とありますが、この実績というのは

どのように確認をするんですか。 

契約課長  実績につきましては、一般競争入札の公告に記載していますが、

受注した工事の契約書等の提出を求めております。また、契約課の

ほうで申請が上がった案件につきましては、契約課のほうのデータ

ベース、コリンズ等のデータベース等も活用いたしまして、実績の

施工の確認をさせていただいております。 

浅尾委員  これは日本全国の公共工事ということなので、国でも、県でも、

市町村でもという感じなんですか。 

契約課長 国及び地方公共団体等の官公庁発注の公共工事ということで実績の

設定をさせていただいております。 

浅尾委員  わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 ないようでしたら、これについては問題ないということでよろし

いでしょうか。 

 では、１件目の案件については問題ないということで。 

 次に、２件目の説明をお願いいたします。 

契約課長 （審議案件２について資料を基に説明） 

本多委員長  ただいまの２点目の説明について、何かご質問ございますでしょ

うか。 

 西山委員お願いします。 

西山委員  先ほどの３ページ目、低入札価格調査制度実施状況のところとか
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ぶってしまうんですけれども、こちらの京葉興業さん、２つとも低

入札価格の調査対象ということで抽出されているんですけれども、

こちらの会社、これだけ低入札価格２件もあって、財務状況とかの

確認等々はされているのでしょうか。 

契約課長  低入札調査に該当した場合、調書の提出資料の中に財務諸表の添

付を求めております。財務諸表の内容を点検したところ、その時点

におきましては、特に問題がないということで、審査をさせていた

だいております。 

西山委員  ちなみに決算書というのは過去何年間とかという決まりはあるん

ですか。 

契約課長  直近年度１カ年とそのほかにその前年度分、直近年度２カ年分の

提出を求めました。 

本多委員長  何かほかに質問ございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  先ほどの業務では実績が10年だったんですけれども、これは15年

ということなんですが、その辺の年数の決めというのは何かあるん

ですか。 

契約課長  一般競争入札の資格要件の設定という内部規則がございまして、

原則は10年なんですが、工事の種類、内容によりまして10年ではち

ょっと判断が難しいという案件につきましては５年ほど延ばさせて

いただいて、最長15年という形で決めさせていただいております。 

浅尾委員  その判断が難しいというのは、どういう意味なんですか。 

契約課長  工事の種類によりましては、発注の実績、受注の実績を見たとき

に、松戸市の発注の中で過去10年以内にそのような案件が少ないよ

うな場合とか等もございますので、そのような場合には５年ほど延

ばさせていただく場合もございます。 

浅尾委員  つまり、ちょっと10年ではその該当業者が少ないおそれがあるの

で、ちょっと広げたという感じなんですか。 

契約課長  特殊な工事になりますと、道路の舗装工事などは毎年発注させて

いただいているんですが、橋梁工事等ということになりますと、発

注の実績等も少なくなってくることもございます。 

浅尾委員  市内に本店がある会社で、過去15年以内というと、やっぱりこれ

ぐらいしか上がってこないということなんですね。 
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契約課長  そうですね。 

浅尾委員  わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 ないようですので、２件目の案件についてはこれで問題ないとい

うことで、３件目の案件についてのご説明をお願いいたします。 

契約課長 （審議案件３について資料を基に説明） 

本多委員長  ただいまのご説明について、何か質問はございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  ２者が参加したということですか。 

契約課長  はい。 

浅尾委員  これは１者だと流れてしまうんですか。 

契約課長  松戸市の場合、１者入札は採用していません。 

浅尾委員  そうすると、ちょっと危なかったような感じがあるんですが、何

かその辺の原因とか、あと、何か改善点みたいなのは何かございま

すか。 

廃棄物対策課  応募条件に合致していた業者が30者ございましたので、特に大き

な制限は設けていなかったと判断しております。入札参加者が少な

かった事情までは、我々どもでは把握はしておりません。 

契約課長  今回は地域要件の設定は、全国が対象となってございます。清掃

施設関連ということで、特殊な工事の範囲には分類されるかという

ことは考えられるところなんですが、対象事業者が先ほどもご説明

させていただいたように30者ほどいましたので、入札参加者につき

ましては、ある程度参加していただけるのではという期待はさせて

いただいていたところでございます。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 西山委員お願いします。 

西山委員  16ページなんですけれども、新明和工業のＩＳＯ認証取得がマイ

ナス点になっているというのは、どの辺がマイナスポイントだった

んでしょうか。 

契約課長  総合評価の評価項目の中で、ＩＳＯ9001またはＩＳＯ14001の取

得状況という評価項目がございます。それを略しましてＩＳＯと記

載をさせていただいておりますが、公告文にも記載をさせていただ

いているんですが、このＩＳＯを取得していた場合、加算点はござ
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いません。零点です。ただ、取得していない場合にはマイナス１点

という形で一般競争入札の公告文の中にも記載をさせていただいて

おりまして、品質等につきましての担保をするためにＩＳＯをつけ

させていただいているところでございます。 

本多委員長  では、それに関連して私からも質問をさせていただきたいんです

けれども、そうすると、この基準評価点というのは最高点という趣

旨になりますか。だから、ゼロだったら、そこからマイナスになり

ますし。 

契約課長  標準点が100点で、これは参加者全者に100点がつきます。それ

で、表の中段になるんですが、各項目ごとの評価点、先ほど申し上

げましたが、施工計画の下の安全管理、こちらが満点の場合４点が

つきます。以下、右にずっといきまして、配置予定技術者の技術力

の下、自由設定項目、同種設備の工事実績まで、満点の場合の加算

点を記載させていただいております。この案件につきましては、加

算点の満点の場合38点になります。標準点と合わせまして、満点の

場合138点、これが上限でございます。 

本多委員長  そうしますと、評価の範囲というのがちょっとばらばらでわかり

づらいんですけれども、満点が４点のときに、例えば安全管理、一

番左はゼロ点になっているじゃないですか。でも、ＩＳＯでマイナ

スの１がついているとなりますと、この安全管理においてもゼロよ

り下というのも可能性としてあるんでしょうか。 

契約課長  評点につきましては、入札公告文の中で各項目ごとにあらかじめ

表示をさせていただいております。安全管理のところについてです

が、満点が４点で、評価の基準として安全対策に有効な提案が４項

目以上ある場合、評価点は４点、安全対策に有効な提案が３項目あ

る場合には２点、安全対策に有効な提案が２項目以下の場合には零

点という形で、各評価項目ごとに配点をあらかじめ条件として提示

をさせていただいております。評価項目の中でマイナスになる可能

性があるのがこのＩＳＯの部分と、あと、事故とか不誠実な行為を

行った事業者の場合、例えば総合評価落札方式での履行義務違反の

場合マイナス３点、指名停止を受けたことがある場合にマイナス４

点という項目もございます。マイナス項目につきましては、今回の

場合には以上の２項目が設定されております。 
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本多委員長  わかりました。 

 ほかに何か質問ございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  ちょっと細かいところなんですが、この16ページの表の施工実績

と同種設備の工事実績との違いは何なんですか。どちらも同じ実

績、工事の実績なんでしょうけれども。 

契約課長  施工実績ですが、過去10年間の公共工事における同種工事の施工

実績で、国・都道府県関係の発注工事でございまして、この場合の

同種工事につきましては、ごみ中継施設の新設工事を元請として施

工し、引き渡しの済んだ工事とさせていただいております。 

廃棄物対策課  同種設備の工事実績は、中継施設の設備であるコンパクター設置

の工事実績があることを評価しております。 

浅尾委員  そうすると、この表の施工実績というのは、そのごみ中継施設の

実績で、その同種設備というほうは、そのコンパクターという設

備。 

廃棄物対策課  はい、より限定した。 

浅尾委員  ということなんですね。わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 私のほうから質問させていただきたいんですけれども、先ほどの

質問と少し重なるんですけれども、この地域要件に関してなんです

が、地域要件なしにするのと、市内に本店があることという設定を

どのような場合に変えているのか、簡単に説明していただけますで

しょうか。 

契約課長  地域要件の設定についてですが、ご審議いただいている工事のよ

うに地域要件の区分けについてでございますが、工事の内容により

まして、松戸市内の事業者で十分施工が可能で、なおかつ競争が確

保できる場合、例えば10者以上その案件の応募条件に該当するよう

な場合には、松戸市内に本店を有する者などの地域要件を設定させ

ていただく場合が多いです。 

 そのほか、本案件のように、清掃施設関係の発注というのは頻繁

ではございません。本当に10年とか20年とかに１件というような形

になります。 

 また、松戸市内に本案件を施工できる事業者が競争をする数にお
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いても不足しているような場合には、地域要件の範囲を広げていま

す。場合によりましては、千葉県内とする場合もございます。 

 また、案件によりまして、施工状況につきまして実績を求めます

と、業者数、競争力が下がるようなおそれがある場合には、本案件

のように全国に広げて、競争入札の競争原理を働かせるような形で

の応募条件とさせていただいているというところです。 

本多委員長  わかりました。 

 あとそれから、もう一つ質問させていただきたいんですけれど

も、松戸市議会９月の定例会議の議決案件だったということなんで

すけれども、特に入札関係の点から何かこう議論になったような問

題点とかは挙げられたりした点はあったんでしょうか。 

廃棄物対策課  今ご指摘ありましたけれども、応募事業者数が少なかったという

ことで、競争性がそこで働いたのかというようなご質問はありまし

た。ただ、先ほど申し述べたとおり、30者ほど要件満たした事業者

がおりましたとお答えしました。他は特にありませんでした。 

本多委員長  わかりました。 

西山委員  地域要件を設定しなかったということなんですけれども、ごみ処

理施設とかでよくあるパターンとして、実際処理工場とか建てた業

者が受注しないと、結果的に工場の仕組みとかもわかっていないの

で、なかなか作業ができないので、地域要件はないんだけれども、

結果的にその企業だけしか選ばれないような状況に陥るようなケー

スもあると思うんですけれども、この工事自体は一般の特殊性はあ

る仕事ではなく、どの企業が、この対象の30者が受注しても施工可

能な工事だったという理解ですか。 

廃棄物対策課  入札参加者に必要な資格は、清掃施設工事の格付がＡランクであ

ることのほか、過去１０年以内に官公庁発注の清掃施設工事を元請

けとして施工した実績を有することといたしました。 

本多委員長  その実績があれば、どの会社でも工事可能な案件だったというこ

とでよろしいですか。 

廃棄物対策課  はい。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 なければ、この３つ目の案件についても問題なしということでよ

ろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

本多委員長  では、次の４番目の案件のご説明お願いいたします。 

契約課長 （審議案件４について資料を基に説明） 

本多委員長  では、この案件について、何かご質問ございますでしょうか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  随契の理由として、一体的に施工することが経費の削減などの面

から有利だとありますが、落札率を見ると99.87という率になって

いて、この率を見たときに、果たしてこの経費の削減に有利と言え

るのかなというところが疑問なんですが、いかがですか。 

街づくり課  あくまでその予算の中での工事になっておりまして、我々としま

しても、千葉県の積算基準に基づいて積算した結果、かつ全体の工

事、もともと発注しておりました駅前広場の整備工事に合算した経

費を計上できるものですから、基本的な設計価格については、そこ

の共通費の部分においてコストの削減につながっていると。その認

識が随契をした上国興業のほうにもその辺については認識がござい

ますので、その積算に基づいて見積もりの提出をしていただいてい

るということでございますので、落札率がコストの削減につながっ

ているのかどうかというところではなくて、全体の額を見たとき

に、もともと単品で工事を発注した場合と比べれば、大分コストの

削減につながっているとこう解釈しております。 

浅尾委員  それでは、その予定価格を算出する上で、経費が共通化すること

でその分予定価格自身が低くなっているということなんですね。 

契約課長  そうです。最初の設定金額自体が通常よりも低い金額で設定でき

ていると認識しております。 

浅尾委員  はい、わかりました。 

本多委員長  ほかに何か質問ございますか。 

 私のほうから、１点質問させていただきたいんですけれども、こ

れはそもそも最初の工事を始める時点で全く予定されていなかっ

た、想像がつかなかった工事が途中から発生したということなんで

しょうか。 

街づくり課  ちょっと図面を一応用意したほうがわかりやすいかなと思ってお

持ちしたんですけれども、当初の計画案がこの矢切の駅前広場のほ

うになるんですが、近隣様からの要望で、この辺の形態が変わって
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しまうということがあって、その設計変更をしている最中でも工事

を進めなければいけないということで、今、附帯工事（その２）と

いう形にはなっているんですが、その以前にも附帯工事としてもと

もと予定していたこの交差点の改良と県道の舗装の打ちかえや、こ

の辺の植栽と照明の関係というのがあって、ここの設計変更してい

る間にできるものというのがまず交差点の改良だったもので、これ

を附帯工事（その１）として発注しております。その後、設計完了

した段階で、もうここの工事はおおむね決まったタイミングで、も

ともと附帯工事として予定していた最終的な県道の舗装のやりかえ

と植栽関係の更新の形態が決まったので、それで、その２として発

注したという経過がございます。 

本多委員長  その２というのは、一番最初の附帯工事じゃなくて本体の工事は

入札だったんですか。その入札をした時点では行う予定がなかった

ものということですか。 

街づくり課  国庫補助金が入っている関係で、国の補助金を得られる部分の工

事について入札でやりまして、その後、植栽ですとか、県道の部分

の工事というものは、ダブルで国庫補助金をいただくことはできま

せんので、そこの部分については附帯工事であるということで、当

初から発注はしております。 

本多委員長  そうすると、最初にこの上国興業さんですか、に決まった時点

で、これらの工事も必然的にといいますか、上国興業さんがやると

いうことはもう想像ができたといいますか。 

街づくり課  おおむね基本的にはその附帯工事ということですので、一体的に

工事を進められるというところの中では附帯工事ということで、上

国興業に随契というような形はちょっと考えられたのかなというふ

うには考えております。 

本多委員長  一番最初の入札をするときというのは、そういう点も含めて検討

をされているんですか。 

街づくり課  ある程度もう初めにこの当初の計画案を示して、こちらに関して

は別途という形で設計図書のほうには記載はさせていただいており

ます。 

本多委員長  質問の趣旨としましては、最初に上国興業さんが受注した時点

で、次にその１、その２と続くということがわかっていたんだった
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ら、それも考慮に入れた上での最初の入札だったのかどうなのかな

というのがちょっと気になったものですから。 

街づくり課  現場説明書のほうには、この工事に附随して、今後、交差点の改

良ですとか、こういった部分の舗装の工事、あと、植栽の工事があ

りますよという旨はうたった状態で発注はしております。 

本多委員長  あとそれから、先ほどのご説明ですと、途中で近隣住民の要望の

ために工事内容が当初の予定よりはいろいろと変更になった部分と

いうのはあったんでしょうか。 

街づくり課  変更になっているのが、ここの取りつけの道路が近隣さんがこれ

が私生活で使う道路で、バスが通ってくるのはいかがなものかとい

うことから、バスの動線と市民が使う道路を分けてほしいという強

い要望があったもので、最終的にはこういう形で落ちついたという

ところです。 

本多委員長  わかりました。 

 ほかに何か質問ございますか。 

 なければ、この案件についても問題ないということでよろしいで

しょうか。 

 では、問題ないということで、次の５件目の案件のご説明お願い

いたします。 

契約課長 （審議案件５について資料を基に説明） 

本多委員長  この件について、何かご質問ございますか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  これも２者ですか。その対象業者としては17者で、手を挙げてき

たのが２者ということは、ちょっと業務に魅力がないとか、何かそ

ういったこともあるのかなと思うんですが、先ほども同じような質

問しましたけれども、何か対策というのは、例えば業務をもう少し

出し方を考えるとか、何かそういうのはございませんか。 

下水道整備課  業務の内容なんですけれども、雨天時放流水質の検査ということ

で、雨が降らないと要はできないという内容になっておりますの

で、なかなか皆さんは予定を立てづらいということがあるのかと思

っております。なので、最近では地域要件なしということで緩和し

ているんですけれども、２者しか参加されないというのは魅力がな

いというよりは予定が立てづらいのではないかなというふうに考え
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られます。広げるということにつきましては、ちょっと申しわけご

ざいません。 

浅尾委員  なかなか資格要件で広げるというのはちょっともう難しいのかも

しれないんですけれども、例えばほかの業務とくっつけるとか、そ

ういうことができるかよくわかりませんが、何かちょっと考えない

と、今回２者、手挙げていますけれども、次回どうなるかというの

もわかりませんので、何かいろいろアイデアを出されればいいのか

なと思うんですが。 

本多委員長  ほかに。 

 西山委員お願いします。 

西山委員  こういう検査というのは毎年やることなんですか。定期的にやる

仕事になるんでしょうか。 

下水道整備課  こちらについては年１回行うことということで定めがございます

ので、それに従って年に一度行っております。 

西山委員  参考までに、去年もこの２者が申請したという。 

下水道整備課  この２者だったように記憶しております。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 私から１点質問させていただきたいんですけれども、この入札額

だけを見てしまいますと、２者で、かつ１万円しか違わないという

のが、うがった見方をすれば、つくったかのような金額に見えてし

まうんですけれども、これ、例えば内訳見ると全くいろいろ違った

事情で、結果的にこうなったということなんでしょうか。 

契約課長  内訳の金額につきましては、コンサルタントの項目数を大項目に

絞って出すような形になっておりますが、金額につきましては、そ

れぞれの会社ごとによって、中の積算の金額につきましては異なっ

てまいります。 

 ただ、金額につきましては、松戸市の場合、事前公表ということ

で入札公告の中であらかじめ予定価格を公表させていただいており

ますので、そういうところで、上限の金額に今回の場合には張りつ

いてしまったのかなというところは考えられます。 

本多委員長  先ほど西山委員のほうからも前年度も２者かどうかという話あり

ましたけれども、前年度も同じ２者で、かつ金額が非常に接近して

いて、しかも、結果ももしかすると東京設計さんのほうが契約をと
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られたということなんでしょうか。 

下水道整備課  金額については、細かくは記憶していないんですけれども、落札

したところは今年度同様に東京設計事務所になっております。 

本多委員長  これは何年ぐらい前からこの同じ入札というのはなされているん

ですか、大体で結構なんですけれども。最近始められたものなので

すか。 

契約課長  業務自体は前からやっております。 

下水道整備課  平成10年代の後半ころから毎年実施しているものになります。 

本多委員長  毎年この２者でやっているんですか。 

契約課長  毎年かどうか、すみません、手元に資料がないので、確認させて

いただきたいと思います。 

本多委員長  浅尾委員がおっしゃられたように、もうちょっと工夫をされてい

ったほうがいいのかなというふうに思います。 

契約課長  ご意見もいただきましたので、次年度の発注の際の参考とさせて

いただきたいと考えます。 

本多委員長  では、その点を次年度以降ご考慮いただくということで、あと、

ほかに何かご質問等ございますか、ご意見とか。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

本多委員長  では、その点を配慮していただくということで、５件目の審議は

終わらせていただきます。 

 ６件目のご説明お願いします。 

契約課長 （審議案件６について資料を基に説明） 

本多委員長  ただいまのご説明について、何か質問等ございますでしょうか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  対象業者が８者と少ないため指名競争入札ということなんです

が、この何者というのは指名競争入札について何か基準があるんで

すか。 

契約課長  指名競争の場合には、一応目安といたしましては、５者とさせて

いただいております。 

浅尾委員  目安５者で８者というのは、微妙な感じなんですが。 

契約課長  今回の場合には、確実に業務を履行するために選定の条件を検討

したところ、入札参加名簿上該当する業者が８者ということでござ
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いましたので、全者指名をかけまして、可能な範囲の業者を選定さ

せていただいたところでございます。 

浅尾委員  もともとその５者と10者という別々の数字があって、その間、８

者があって…… 

契約課長  ということではなくて、名簿上この要件に該当する業者を全部選

んだというのが正直なところでございます。 

浅尾委員  その10者に満たないので、一般競争入札ではなくて指名競争にし

たということなんですかね。 

契約課長  この要件に基づきまして、業者数が多ければ興味を持っていただ

ける、興味を示していただけるという可能性もあるところなんです

けれども、該当する業者が８者と少ないところもございましたの

で、競争性の確保のためにも全者を選ばさせていただいたというこ

とでございます。 

浅尾委員  ちなみに、指名の場合は松戸市さんが指名するということで、一

般競争は手を挙げていただくということですかね。それ以外に何か

制度上の違いというのは、指名と一般競争は何かあるんですか。 

契約課長  松戸市の場合は、原則は制限付きの一般競争入札で、工事関係に

つきましては発注をさせていただいております。この案件のように

対象事業者の数が少ないような場合におきましては、指名競争入札

をさせていただくこともございます。基本的には一般競争入札で、

それによりがたいような場合には指名競争入札、また、相手方が特

定されるような場合、金額が少額な場合等につきましては、随意契

約という手段をとる場合もございます。 

浅尾委員  低入札の調査とかがないようですけれども、それは指名競争だか

ら。 

契約課長  業務委託の場合には最低制限価格を採用させていただいていると

ころなんですが、今般の場合にも設定をしてございます。 

浅尾委員  低入札の調査があるとかないとかという違いはやっぱりあるとい

うことなんですか、指名と一般競争入札というところでは。 

契約課長  そうですね。 

浅尾委員  わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問ございますか。 

 ないようでしたら、この６件目の案件については問題なしという
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ことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

本多委員長  では問題なしということで、最後の７件目のご説明をお願いいた

します。 

事務局 （審議案件７について資料を基に説明） 

本多委員長  では、この案件について、質問等何かございますでしょうか。 

 浅尾委員お願いします。 

浅尾委員  ３回目は見積もりということで460万ですか。 

はい 

浅尾委員  これが予定価格よりも高いものが出てきた場合というのはどうな

るんですか。 

契約課長  松戸市では、一般競争入札の場合には予定価格は事前公表です

が、指名競争入札の場合には事後公表です。指名を受けた業者さん

は予定価格は事前にわかっておりません。そのため１回目の入札、

２回目の入札におきましても予定価格の範囲内に達しなかったとい

うことでございます。 

浅尾委員  ３回目はその予定価格を下回ったということだったと思うんです

が、仮に、３回目のときにはその予定価格は…… 

契約課長  提示いたしません。 

浅尾委員  提示しないんですよね。そうすると、落ちない可能性があるとい

うことなんですか。 

契約課長  そうですね。ですので、場合によりましては、見積もりを辞退さ

れる場合もございます。その場合には不調案件という形にはなろう

かと思います。 

浅尾委員  じゃ、１回やってみて、仮に落ちていなかったら、もう１回やり

直す、もう１回とるとかということではなくて、もう不調にすると

いうことなんですか。 

契約課長  見積もりのほうでしょうか。 

浅尾委員  ええ、もう１回とり直すとかということはせずなんですか。 

契約課長  事業者さんのほうでもう１回出す意思があれば、とる場合もござ

います。ただ、その段階で予定価格と大幅に離れていたりとかする

場合もございますので、一律に申し上げられない場合もございま

す。 
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浅尾委員  わかりました。 

本多委員長  ほかに何かご質問は。 

 西山委員お願いします。 

西山委員  入札の経過を見ますと、第１回目で４者、かなりばらつきがある

状態で終わって、２回目も予定価格に達しないので流れたというこ

となんですけれども、予定価格の設定自体がどうだったというお考

えでしょうか。 

建築保全課  設計委託に関し、建築工事の設計委託の価格の算出に関しまして

は、国土交通省の大臣官房で監修しております官庁施設の設計業務

等積算基準と業務料算定という指標がございまして、そちらの国の

指標にのっとりまして私ども算出をしており、その価格をそのまま

載せさせていただいているところです。面積規模とか、あと、予定

している事業の価格等入ってくるんですけれども、この価格とこち

らの入札の結果を見る限りでは、私どもが算出しました国の基準に

のっとって行った積算と業務を実際される方々の積算の考え方と多

少乖離があったのかというのは、こちらの数字を見て感じるところ

があります。 

本多委員長  それに対する何か対策というのはあるんですか。 

建築保全課  余りこういった形で今まで設計委託に関して不調がなかったん

で、これをサンプルとさせていただいて、今後は民間と国のほうで

出している指標、国のほうの指標はどうしてもルールが全て決めら

れてしまっていますので、そことの検証は必要になってくるのでは

ないかというのは当課のほうでは今考えているところです。 

本多委員長  ほかに何かご質問等ございますか。 

 あと、西山委員、続けて何かございますか。 

西山委員  落札した業者にしても結構厳しい金額で落札したと見受けられる

ので、今後、見直しを検討してはいかがかと。 

建築保全課  初めて出た事例なので、私どものほうも何がというのが今、具体

的な案はなかなかチョイスするのが難しい状態で、まず、国で決め

られている指数の規則の上で算出をずっと続けてきたところでした

ので、何件かもう既に設計委託はこれ以外にも発注させていただい

て、成立はしているんですけれども、唯一こういった形になった案

件でしたので、何がどういう原因だったのか。もしかしたら、同時
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期に同じようなのが、どうしても年度の初めになりますので、発注

した際に競合してしまったのか、技術者さんのほうがなかなか集ま

らなかったのかとか、いろいろな要因が考えられるので、価格だけ

ではなくて、その辺もあわせて課のほうで検討しなければいけない

のかと思っているところではあります。 

西山委員  検討していただくようお願いします。 

本多委員長  ほかに何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 ないようですので、では、この件については、今後また検討して

いくということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日予定している審議は全て終了しましたので、事務

局のほうから連絡事項がありましたらお願いいたします。 

契約課長  それでは、事務局のほうからの連絡事項でございますが、次回の

委員会の日程調整を行いたいと考えておりますので、委員会終了

後、事務局のほうから各委員の日程についてお伺いをさせていただ

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

 本日は、ご審議をいただきありがとうございました。 

本多委員長  お疲れさまでした。 

 終了いたします。 

 


